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 はじめに 

 

無料レポート「10 分で分かる！建設業許可のキモ」をご請求いただきまして誠にありがと

うございます。なかのや行政書士事務所、行政書士の塩谷です。 

 

建設業許 可は要件が複雑で、そろえるべき書類も膨 大 なため、「自分でやってみて諦 め

た」「途中で面倒になってしまった」というお客様も多いようです。確かに要件は複雑で書類

の量も多 いですが、一 つずつ確 認 しながら手 続きを進 めれば決して終わらない作業ではあ

りません。 

 

このレポートをご覧頂き、まずは許可の要件をしっかり理解していただきたいと思います。

その上 で、「忙 しくて手 が回 らない」「最 後 まで自 分 で出 来 るか心 配 だ」という方 は、許 認 可

を専門にお手伝いしている幣所まで、手続きのご依頼をいただければと思います。 

 

お読みになったうえで分からない部分や、自分の場合はどうなのか、というご質問には無

料でご回答いたしますので、幣所までお気軽にお電話又はメールでお問合せください。 

 

それでは早速、建設業許可のキモを確認しましょう！ 
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建設業許可の種類  

建設業を営むためには、一部の軽微な工事のみを請け負う場合を除 いて、建設業の許

可 を受 ける必 要 がありますが、事 業 者 の規 模 や請 け負 う工 事 の種 類 などにより、いくつか

の区分があります。 

 

１ 国土交通大臣許可と都道府県知事許可  

事業者が設置する営業所の設置状況による区分です。 

1 個の都道府県内にだけ営業所を設置する場合には都道府県知事許可（知事許可）、

2 以上の都道府県の区域に営業所を設置して営業しようとする場合には、国土交通 大臣

許可（大臣許可）を取得することになります。 

営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい

ます。本店、支店であればもちろん、見積もり、入札などを行う事務所を 2 つ以上の都道府

県に渡って置く場合にも、大臣許可が必要になります。 

 

 ポイント 

・営業所が一つの場合、二つ以上でも同一県内の場合には都道府県知事許可でよい。 

・営業所が二つ以上で、異なる都道府県に跨る場合には大臣許可。 

・都道府県知事許可でも、営業所のない都道府県で業務を行うことは可能。 

・新規取得の場合は、都道府県知事許可の場合が多い。 
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2 一般建設業許可と特定建設業許可  

元 請 として受 注 した工 事 を下 請 けに出 す場 合 の、下 請 け代 金 の額 による区 分 です。下

請けに出す金額が「3 ,000 万円（建築一式工事の場合は 4,500 万円）」を超える場合には特

定建設業許可、それ以外の事業者の場合には一般建設業許可を取ることになります。 

特定建設業許可  

発注 者から受注 した工 事の全 部 又は一 部を、下請け代 金が「3 ,000 万円（建 築一 式工

事は 4,500 万円）」を超える金額で下請けに出す場合。 

一般建設業許可  

上記以外の場合  

  

3 建設業の 28 業種  

請け負う工事の種類による区分です。 

建設業の許可は、28 の種類ごとにそれぞれ対応する許可を受けることになります。例え

ば、大 工 工 事 についての許 可 を受 けた事 業 者 が、他 の専 門 工 事 を単 独 で請 け負 うには、

別途その専門工事の許可を受ける必要があります。 

業種の分類はホームページに詳しく掲載しましたので、こちらをご覧下さい。 

建設業の 28 業種一覧  

 

4 建設業許可を受けなくてもいい場合  

一部の軽 微な工事のみ請け負う場合 には、建設 業の許可を受 けなくても建 設業を営 む

ことが出来ます。建設業の許可を受けなくても営業が可能なのは、以下の場合に限られま

す。 

建築一式工事の場合  

工事 1 件あたりの請負金額の額が 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が 150 ㎡

に満たない木造住宅工事  

建築一式工事以外の場合  

請負代金の額が 500 万円に満たない工事  

 

ポイント 

・上記の場合には建設業許可を受けなくても工事を請け負うことが出来る。 

・ただし、近年は下請け業者にも許可を求める元請が増えている。 
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